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トラック運転者の労働時間等の改善基準告示

平成13年3月

⑨ 助金日本トラ目別易会



新改善基準の概要

(平成 9年 4月|日施行)

項 目 改善基準の内容

1カ月 293時間

(労使協定があるときは、 1年のうち 6カ月までは、 1年間についての拘束時間

拘 束 時 間 が3，516時間を超えない範囲内において320時間まで延長可)

1日 原則 13時間

最大 16時間 (15時間超えは 1週 2回以内)

継続 8時間以上

休 息 期 間 運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう

努めること。

休息期間の特例
業務の必要上やむを得ない場合に限り、当分のあいだ 1回4時間以上の分割休息

で合計10時間以上でも可。(一定期間における全勤務回数の%が限度)

拘 1日 20時間
束

2人乗務の特例 2人乗務(ベッド付)の場合、最大拘束時間は 1日20時間まで延長でき、休息期時
間 聞は 4時間まで短縮できる。

休
'自"辺、 2暦日 21時間
期

2週間で3固までは24時間が可能。(夜間 4時間以上の仮眠が必要)間
隔日勤務の特例

グ〉 ただし、 2週間で総拘束時間は126時間まで。
特
仔リ 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間が必要。

フェリーに乗船す 乗船中の 2時間は拘束時間として取り扱い、それ以外は休息期間。減算後の休息、

る場合の特例 期間は、フェリ ー下船から勤務終了時までの時間の泌を下回ってはならない。

運 転 時 間
2日平均で 1日当たり 9時間

2週平均で 1週間当たり 44時間

連 続運転時間
4時間以内(運転の中断には、 1団連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転離

脱が必要)

時 間 外 戸刀ゐ 働 1日、 2週間、 1カ月以上3カ月、 1年の上限を労使協定で結ぶ。

休 日 メ且Jん 働 2週間に 1回以内、かつ、 1カ月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内。

労働時間の取り扱い
労働時間は拘束時間から休憩時間(仮眠時間を含む)を差し引いたもの。事業場

以外の休憩時間は仮眠時間を除き 3時間以内。

休日の取り扱い
休日は休息期間に24時間を加算した時間。

いかなる場合であっても30時間を下回ってはならない。

適 用 除 外
緊急輸送・危険物輸送等の業務については労働省労働基準局長の定めにより適用

除外。
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回改善基準とは @ 

園どんな人がこの基準にあてはまるのか @ 

固適用除外とは @ 

圏拘束時間と労働時間の遣いは @ 

固拘束時聞についての制限は ⑪ 

困拘束時間の計算方法に気をつけて @ 

固休息期間とは @ 

固休息期聞には例外の取り扱いがある @ 

圏運転時間の制限は @ 

固運転時聞は労働時間とイコールか @ 

圏フエ山こ乗れば休息期聞か変わる @ 

回時間外、休日出勤には届出が必要 @ 

圏休日は休息とどう遣うのか @ 

圏ツーマン運行は拘束時間が延びる @ 
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ー目的は交通事故・災害をなくすために、

運転時間や労働時間など労働条件の改善

⑨最初は2・9通達、次に27通達、
改善基準告示になって 3回目の改正

⑨諸外国にも同じような基準や規則、

社長もドライバーも守るもの

経営者も働く人もみんなが理解を

.私たち、運輸業に関わる者は、毎日自動車を運転しないわけにはいきません。自動車が

職場であり、自動車を運転し荷物を運ぶことでお客さまから運賃・料金をいただき、給料

をもらっているのです。

.その自動車は、いったん事故を起こすと、人を傷つけたり、ときには相手を死なせると

いうことになります。そのような交通事故が、自動車輸送発展の影の部分として増えてき

たため、社会的な問題となっています。

.このような問題が大きくなってきたため、昭和42年に '2・9通達」という規則が定めら

れました。交通事故を防ぐために、自動車運転者の労働時間などの労働条件を改善するこ

とがその目的とされていました。

.その後、なかなか交通事故は減らず、労働時間も長く、また、国際的な基準としての

ILO条約が新しく変わったこともあり、昭和54年に '27通達」として改正されました。

.さらに平成元年には、労働時間の短縮という時代の流れもあるなかで、「改善基準告

示」として定められたものです。(労働省告示第 7号一自動車運転者の労働時間等の改善

のための基準一略して 「改善基準」という)

.目的は 2・9通達も27通達も改善基準も同じですが、規制の仕方や言葉が少しず、つ違っ

てきています。また、それまでは 「通達」であったものが 「告示」と変わっています。そ

して平成 9年、告示の 3回目の改正が行われました。(平成 9年4月1日施行)

・同じような問題は諸外国でも起こっていたことから、国際的な労働機関であるILOでは

早くからこの問題に取り組んで条約を決めています。また、欧米諸国にはこの条約に基づ

いて定められた、同じような規制があります。

.改善基準は、主として事業者が守るものとしていますが、運転者にもその内容をよく知

ってもらわなければなかなか守れるものではありません。 事業者自身と運転者とが協力し

て守るようにしなければならないのです。
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!で囲んだ部分は、トラックについては変更がなかった改正

rnむずかしく考えなくても大丈夫

改善基準がどういう目的を持っているのか

はおおよそ分かりましたが、その条文は長い

のでしょうか? 分かりにくいのではないで

しょうか? その条文だけ知っていれば大丈

夫でしょうか?

条文は全部で6条でできていますが、それほど長いものではありません。し

かも、トラック運転者に関係のない部分もありますので、ず、っと短くなります。

ただし、改善基準の条文だけを知っていればよいというものではなく、例外

的な取り扱いや、賃金の取り扱いなどについての別の通達がありますので、 こ

れらについても知っておく必要があります。

次のページからの解説を見ていただければ、 全体を知るのに役立つと思いま

す。



~ゐ忠人哉さ三@昌包E
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⑨自動車の運転者で、給料をもらっている人

があてはまる

⑨二輸は除かれるのでパイク便はあてはまらない

⑨給料をもらって運転している人だから、

社長や一人親方はあてはまらない

ー給料をもらっていれば、

緑ナンバーでも自ナンバーでもあてはまる

⑨主な業務が運転でなければあてはまらない

(クレーン車のオペレーターなど)

運転が仕事という人たちの規則

.改善基準にあてはまるのは、四輪(大きな車では六輪以上もありますが)自動車の運転

者で、しかも給料をもらっている人です。

第 1条では 「対象者は労働基準法第9条に規定する労働者で四輪以上の自動車運転者」

となっています。

労働基準法第9条に規定する労働者というのは、給料をもらって働いている人、という

ことです。

.三輪車は今ではめったに見られませんが、仮にこれで運送していても、あてはまりませ

ん。同じように、二輪も除かれますので、最近増えてきたバイク便のライダーも除かれま

す。

・社長が自分自身で運転もしている場合には、社長は労働者ではありませんから、やはり

除かれることになります。

.労働者二給料をもらっている人があてはまるのですから、運送業のトラック運転者だけ

ではなく、自家用トラックを毎日運転して配達などをしている人もあてはまります。緑ナ

ンバーだ、けではなく、白ナンバーでもあてはまります。

たとえば、商屈の配送部門に雇われて運転が仕事の人などがその例です0

.いつも運転している人があてはまります。

「運転の業務に主として従事する者」と定められていますが、仕事のほとんどが運転をし

ている人という意味です。

.たとえばクレーン車のオペレーターなどは、作業現場に行くためにクレーン車を運転し

ますが、仕事のほとんどはクレーンの操縦で、移動のためにたまたま運転することがある

だけですから、除かれます。



社長(給料をもらっていない)

運転以外の仕事が多い

いつもパイクを運転している

給料をもらっている

ほとんどいつも運転の仕事をしている

運転するのはバイクじゃない

政醤基準があてはまる人たち

一人親方(給料をもらっていない)

運転以外の仕事が多い

いつもバイクを運転している

く〉の部分が改一一転者

rn道路を定る車が対象

四輪以上の自動車を運転する人で、給料をも

らっている人があてはまるとすれば、採石場や

ダムの建設現場のなかだけでトラックやダンプ

を運転している人もあてはまるのでしょうか?

「道路で使用される自動車が対象である」とされていますので、採石場やダムの建設

現場のなかだけで土砂や砂利を運搬しているトラックやダンプはあてはまりません。

郵便物の運

送は除かれる

と聞きました

が?

そのようなことはありません。

これまでは重点的に指導する対象から除かれるとい

うこととなっていましたが、平成9年の改正ではこの

ような取り扱いがなくなっています。どちらにしても、

改善基準から除かれるということではありません。



包局取弱}告鴎

⑨仕事や積荷の性格が特別なものについては、

改善基準があてはまらない

⑨震災などで緊急援助の認定を公安委員会(警察)

からもらったものは適用除外

⑨火薬、高圧ガス、核燃料などの危険物は、届出と

運搬計画書が必要なものは除外

⑨石油タンクローリーはすべてあてはまる(適用対象) 硲ミ尾
⑨適用法律により、あてはまらない(適用除外)業務とあてはまるもの(適用対象)

とがある場合には、拘束時間を2種類に割り振りする

危険物・緊急輸送は別扱い

.これまでの改善基準は、四輪自動車の運転者にはすべて適用される(あてはまる)こと

とされていました。

.しかし、 1995年 1月の阪神大震災が発生した際には多くの緊急援助物資が全国の多くの

トラックにより被災地へ運ばれました。このような、人命救助や災害援助という緊急を要

する場合にまで、改善基準が適用される(あてはまる)とすることは、あまりにしゃくし

定規に過ぎます。

・諸外国でも、改善基準と同じような自動車運転時間等についてのルールがありますが、

そのルールが適用されない場合をいくつか定めています。そのなかで、緊急の援助や人命

に関わる運行については、どこの国においても『適用されない」と決めているのが一般的

です。

.また、危険物の輸送については、さまざまの法律でその運搬方法について制限が加えら

れています。交代運転手の配置についても運行距離を基準に定められているものが多く見

られます。つまり、改善基準と同じような目的のために、運行計画について細かな取り決

めをしているということであり、同じような内容の規制が二重にかけられていたといえま

す。

.そこで、平成 9年の改善基準の改訂にあたって、諸外国の例も参考にしながら、適用除

外(改善基準の定めに従う必要がない)業務を定めることになりました。

.危険物の輸送に限っていえば、そうそうめったに起こるものでもありません。ただ、常

日頃ひんぱんに起こる輸送については改善基準の対象外とすることは問題とも考えられま

す。

.このため、危険物のうち石油タンクローリ一等についてはすべて改善基準の対象とする

(あてはまる)ことになりました。



適用法律 危険物の概要 運搬計画等の提出 版俄範手の配置

j白 防
Z位協お553判明告訴訟| 除外なし |必要| 移送計画書 j 規 制し

法}一一一 ;ι一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一十一一一一一一一一 ← I----------~
その他の可燃物等 I _<:Olllhal'J 1-"t:::lB1tl1 I .i"I. iIE I 
(石;27ンクローリ一等) I一定数量以上を規制| 必要 | なし ; 規定あり

.1第張)酸素、毒性ガス、液他石油ガス|一定数量以上を規制| 必要 | 移動計画書 | 規定あり
高圧ガス保安法~ -'._~: -~----- :'---------------------------------+ -----------------1---------+-----------------~ 

上記以外の高圧ガス l 除外なし | 不要 | なし | 規定なし

火薬類取締法|火薬、爆薬、雷管等の火工畠 一定数量以上を規制 運搬計画表 規定あり

，黄燐、海酸、硫酸、アンモニア等の指定毒・|一定数量以上を規制 l必要 | なし | 規定あり
毒物及び劇物|劇物 I -AC.llJ.~.vÁ...L.."a./lJlim!l I ~':sr:: I '0. V I 
取 締法 IL:-""rJotJ "，，=t= .&11aL.h I nd.kl .._1 I __;a::' I -'"_1 I 

E 上記以外の毒・劇物 | 除外なし l 不要 | なし | 規定なし

E下記以外の核燃料物質、放射性物質等 l 除外なし l 必要 l槻桝物質等蹴届出l規定あり核燃料、放射性 II Pu  .... ̂， I v~ -I"，.，n'.lïl'J~' I.JA，;;J;.J I ..L-，'.J~-r.r I r'''''''' ，-.Qo....... I ~..，:oc... 1.'~i'\'l'.TT'JR......-II:I;JftNg;J""，，"， I 

物 質 等 l低レベルで少量の放射性物質等 CL型の放 I ~bI +. I l"T.iIE I +. J I E 射性物質等r .!il!.V..l IJÅ :::!J!J II'Ï/J~ "'i'7 ¥L..:::t=.VJIJA.1 除外なし l 不要 ! なし | 規定なし

仁コ部分が適用除外(改善基準があてはまらない)業務

ロヨ届出と輸送計画がポイント

改善基準の適用除外(あてはまらない)と

される輸送については、運転時間や拘束時間

はまったく自由に(フリーlこ)決めてよいの

でしょうか?

また、緊急輸送は自分で判断してよいので

しょうか?

適用除外となった理由は、上の表でも分かるように、他の法律で厳しい規制

があることがその理由です。ですから、その法律にしたがって運行計画表を作

れば、運転時間や労働時間については、改善基準と同じかそれ以上の安全対策

がとられたことと同じ結果になります。つまり、フリーに何でもOKではない

のです。

しかし、緊急輸送については ことの性質からこのような制限をすること自

体が適当でないという理由になっていますので、何の制限もありません。ただ、

制限がないからといって運転者の安全衛生すら守られないような運行はさせな

いようにすることが必要でしょう。

緊急輸送の場合に、他の人に迷惑をかけたり、事故を起こしたりすれば、何

のための緊急輸送か分からなくなってしまいます。

緊急輸送であることの証明は都道府県の公安委員会でもらえますので、この

証明を受けない場合には、緊急輸送としての適用除外にはなりません。



印寝Bヨ固告
さ設園田ヨ国@遺~\)~

⑨拘束時間とは、労働時間も残業時間も

休憩時間も全部足し合わせた全体の時間

⑨所定労働時間とは、会社で決めている

始業から終業までの時間

⑨労働時間とは、所定労働時間

(ふつうは8時聞か多い)プラス残業

⑨手待ち時間も労働時間となる

拘束イコール労働ではない

P 

.運転者も労働者(給料をもらって働いている人)ですから、仕事の量は労働時間という

モノサシではかられます。そのモノサシによって給料(賃金)が支払われます。そこで労

働基準法という法律で、そのモノサシの使い方を決めています。

・労働時間は、所定労働時間、所定外労働時間というものを合わせたものです。

所定労働時間 会社ごとに決めている普通の労働時間

所定外労働時間 普通の労働時間以上に働いた場合の労働時間

※残業(時間外)や休出(休日出勤)がこれにあたる

.ところで、自動車運転者は、仕事の性格から会社の外で運転をしていたり、休憩をした

り貨物の出荷を待ったりします。この時間は、どちらにしても自分の自由な時間ではなく、

会社の仕事のために使っている時間です。この時間は、いいかえれば会社の指図にしたが

っている時間(指揮命令下にあるともいいます)です。

.そこで、会社に出勤してから会社を退社するまでは会社の指図にしたがっている時間と

して、拘束時間といういい方をします。

.つまり、拘束時間は労働時間よりも広いものになります。拘束時間とは、残業や手待ち

時間も含めた労働時間に休憩時間を足し合わせた全体の時間のことを指します。

.ただし、後から説明する休息期間というものがありますので注意が必要です。

普通は拘束時間とは、会社に出勤してから退社までのあいだが拘束時間となりますが、

長距離運行などで途中に泊まりがあるものなどは、出勤してから退社するまでのあいだに

も休息期間というものが含まれていることも、しばしば起こります。

.そこで、拘束時間とは、休息期間と休息期間のあいだにはさまれた時間というほうが分

かりやすいかもしれません。



終業

休息期間

始業

拘束時間

終業

休息期間

休憩時間

作業時間

(運転・荷扱い・点検)

手待ち時間

(荷待ちなど)

rn手待ち時間と休憩時間の違いは

手待ち時間というのは、実際には作業をし

ていないのだから労働時間というのはおかし

いのではないでしょうか? 手待ち時間は、

休憩時間と閉じではないのでしょうか?

その違いはどうなっているのでしょうか?

休憩時間とは、労働者がその時間の自由利用を保障されている時間であると

されています。つまり、従業員が食事をしても仮眠をしても全く本人の自由と

いう時間のことです。したがって、労働時間ではないが拘束時間の範囲内にな

ります。

一方、手待ち時間というのは、たまたま荷物の積込みのために待機している

などの時間のことを指します。この状態にある時間には、荷物がいつ出される

かは分からず、出されたらすぐに積込みを始めなければならなかったり、いつ

でも運転をかわる時間です。つまり仕事に備えて待機しているために、いつで

も仕事ができるようにしているのですから、食事や仮眠も本人の勝手自由には

できません。つまり、労働時間の範囲内です。

ただし、もともとの意味での労働時間とはやはりその性質は違っていますの

で、手待ち時間については賃金(手当て)をまったく同じにする必要があると

いうことにはなりません。手待ち時間については、普通の賃金とは異なる賃金

(手当て)=別賃率での支払いも当然認められます。



⑨1日の拘束時間は13時固まで。

ただし、忙しいときには16時間まで延ばせる

⑨15時聞を超えて延ばせるのは週2固まで

⑨1カ月の拘束時間は293時間まで。

ただし、忙しい時期には320時間まで延ばせる

⑨どこかの月を延ばせば、別の月を縮めること

(年聞でならせば293時間)

⑨延ばせるのは年間8カ月まで、

労使の協定も必要

安全や健康にも配慮して

.拘束時間は、労働の内容等からみると(労働時間十残業時間十手待ち時間十休憩時間)

という形になりますが、拘束時間については 1日、 1週、 1カ月についてその限度が決め

られています。安全運転や健康などを考えて決められているものです。

・拘束時間は、原則として 1日について13時間とされています。この13時間は運転、荷物

の積卸し、手待ち、休憩などにあてることができるということです。

.ただ、仕事は毎日決まっているというわけではなく、日によって運行距離や忙しさが違

うのが普通です。そこで、仕事の都合で拘束時間が13時間以内に納まらない場合には、最

大16時間まで延ばすことができます。しかし、無制限に延ばせるわけではなく、 15時間を

超えられるのは 1週間に 2固までとされています。

.また、日々の拘束時間のトータルは 1カ月について293時間までが原則です。しかし、

月々の忙しさ加減は年聞を通してみればさまざまです。

そこで、会社と労働組合(組合がない場合には従業員代表)との協定があれば、年間 6

カ月までは最大320時間に延長することができます。.1カ月の拘束を延長する場合には、それ以外の月は短くしなければなりません。その結

果は293時間x12カ月二3，516時間以内となっていることが必要です。

つまり、↑亡しい月には延ばせるけれども、暇な月には短くすることで、仕事の忙しさに

応じて拘束時間も変えることができるということになります。

.1カ月というのは、必ずしも 1日から末日までということではありません。給料の〆切

日に合わせることもできます。たとえば当月15日から翌月の14日までなどと決めてもよい

のです。この 1カ月は暦での 1カ月という意味ですから、 2月1日からであれば末日の28

日か閏年であれば29日までの期間となります。 2月5日からといえば3月4日までの期間

が1カ月となります。



月々の拘束時間を変えた例

亨
3，516時間

rn変形労働時間との組み合わせも

年間変形労働時間というものがあると聞き

ましたが、拘束時間を 1年のうちで月々変え

ることと関係があるのでしょうか?

直接の関係はありません。

320 

1----293 

11月 12月
320 司自

年間変形労働時間(1年単位の変形労働時間制)については、月々の労働時

間の定め方や、毎週、毎日の労働時間の限度が決められており、労働基準監督

署への届出も必要とされています。

毎月の拘束時間を変えることについてはこのような特別の制限はありません。

ただ、年間を通して見ると、月々の働く日(稼働日)はさまざまですから、

その日数に拘束時間をかけ合わせたものは当然変化があるだろうということか

ら、このような方式が認められたものです。

ただし、年間変形労働時間と、月々の拘束時間の変動とを組み合わせること

は当然認められます。

平成9年4月から週法定労働時間が40時間となりましたが、運輸業界ではこ

れへの対応策として年間変形を活用しています。

そこで、年間変形と組み合わせることによ って、拘束時間も月々の労働(稼

働)日の実際の姿に合ったものに、より近づけることができる と考えられます。



臼寝時国⑫
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ー自動車運転者の 1日とは、

始業から連続する24時間

ー始業時が日によって違うときには、

拘束時間のカウントに注意

ー1カ月の拘束時間は、

1日の拘束時間の合計とは

合わないこともある

休息で計算した方が簡単なことも

官三

.自動車運転者の 1日とは、始業から連続する24時間とされています。この24時間のなか

に拘束時間が何時間あるのかをカウントすることとなっていますので、始業時から24時間

以内に次の始業時がくるときには注意が必要です。

.たとえば今朝の 8時から仕事を始めた場合には、明日の朝8時までで24時間となります。

この例で、夜の 9時 (21時)に仕事を終えたとすれば、拘束時間は13時間となります。翌

日も朝8時から仕事を始めた場合にはそのとおりですが、仕事の都合で翌日は朝 6時から

仕事を始めたとすると、 6 時~8 時の 2 時間は前日の拘束時間の続きとなります。つまり、

13+ 2 =15時間が前日の拘束時間となるのです。

.しかも、この 2時間は次の日の拘束時間から除くことはできません。つまり、 6時から

始まる24時間二翌日の 6時までこのあいだにどれだけの拘束時間となったかという計算を

する際には、この 2時間をもう一度カウントする必要があります。

.逆に、今朝は 8時からの仕事だったが明日の朝は10時からの仕事というときには完全に

24時間を過ぎていますので、上の例のような複雑な計算は必要ないということになります0

.このように、 1日あたりの拘束時間の計算ではダブルでカウントする時間が出てくるの

ですが、 1カ月あたりの拘束時間を計算するときには、このダブルでカウントした部分を

除いてやることが必要です。

.つまり、 1日あたりの拘束時間を単純に足し上げていくと、 1カ月あたりの拘束時間が

実際よりも長くでてくるケースがあります。しかし、 1カ月あたりの拘束時間については、

このダブリの時間を除いてやれば、うまく 293時間 (320時間)の範囲に納めることができ

ます。

・計算しやすい方法としては、むしろ休息期間の合計を出して、 1カ月の日数x24時間か

ら引いたほうが、間違いがないで、しょう。(休息期間はダブらないから)



始業

8 : 00 

休息期間

8 : 00 

休息期間

宝

終業

21 : 00 

拘束時 間 休息期間

13時間 11時間
24時間

21 : 00 

拘束時間 休息期

マ

13時間 9時間

24時間

[>この 2時聞か前の日の13時間に加えられると同時に

B時から始まる拘束時間にもカウン卜される。

rn新基準では 1カ月を単位に

拘束時間の2週間の制限は決められていな

いのでしょうか?

前の改善基準では、 2週間と 4週間との制

限があったはすですが…

平成 9年の改善基準の改正の大きなものの一つが、拘束時間の制限の単位を

1カ月としたことです。

これまでの改善基準は、制限が2週間、 4週間で決められており、

①分かりにくかったこと

②給料の〆切日と違うことから管理しにくかったこと

③ 2週間、 4週間の区切りで見ていくために『毎月 1日から』というような見

方ができなかったこと

など、不都合な点がありました。

そこで、平成 9年の改正で、分かりやすい(日本人になじみやすい)期間、

つまり、 1カ月間での制限に変えることとなりました。

ただ、拘束時間の管理ではダブリの部分があるため、分かりにくいという意

見は残されています。

ちなみに、欧米諸国の規制では「拘束時間の管理はなく、単に休息期間の管

理だけ』となっています。これは、 24時間単位で見た場合には、拘束と休息は

ウラオモテの関係にあること、分かりやすいこと、などがその理由ではないか

と思われます。



⑨休息期間は業務から開放された

自由時間(休憩時間とは違う)

⑨最低でも 18 (24時間)あたり

8時聞か必要

ーしかし、毎日 8時間では、

十分ではない

本人の自由意思がいちばん

.休息期間とは、休憩時間や仮眠時間とは違うことと説明されています。

マ¥7¥/ 

休息期間は、運転者が自由に使える二会社の命令が届かない、業務から完全に開放され

た二期間とされています。

.別のいい方をすれば、仕事と仕事のあいだの時間ですから、拘束時間と次の拘束時間と

のあいだの自由な時間なのです。

・休憩時間や仮眠時間は、たしかに仕事はしていませんが仕事の途中で与えられるもので

あり、会社の命令が届く状態にいるものとされています。

・休息期間は本人の自由な意思で使える期間であり、かりに、たまたま会社のなかであっ

ても睡眠をとりたければ睡眠をと ってもよいし、食事をしたければ食事をしてもよい、風

呂につかるのもテレビを見るのも自由、というふうにまったく自由に使える時間なのです0

・休息期間は休日とも違うものとされています。

休日は、 1週間ごとの疲れをとったりレジャーに使ったりする時間ですから、毎日の休

息期間とは意味が違うのです。 (26ページ参照)

.なぜ、休息期間というものがあるのでしょうか?

それはドライバーの皆さんが、仕事の疲れをとると同時に睡眠や自分の時間を過ごすた

めの期間が必要だからです。つまり、疲れをとり、次の運行が安全に行われるようにする

という交通安全や労働災害の防止に必要なものであり、自分の生活というものに必要なも

のなのです。

. ドライバーは、工場で働く人などとは違って職場の外で働きますし、多くの場合、泊ま

りが伴う仕事となります。工場で働く人については休息期間とはいわなくても工場から出

れば全く自由になります。しかし、ドライパーはどこまでが仕事でどこからがフリーなの

か分かりにくいことが多いので、す。

.そこで、休息期間というものを決めて、ここからが休息期間ですということをはっき り

示すことが必要なのです。



休息期間と拘束時間の例

8 : 00 20 : 00 8 : 00 21 : 00 6 : 00 18 : 00 
斗

始業 終業 始業 終業 始業 終業

休息| 拘束時間 |休息期間| 拘束時間 |休息期間 1 拘束時間|休息

24時間 ↑ 24時間 ?↑ 
( 1日目) ( 2日目) L_一一- 24時間

(3日目)

二午子h E通 E主
i 東京発 。大阪着(泊まり)大阪発 。東京着(帰宅) 都内配送出発

※ 8時間以上の休息期聞をとれば、次の勤務は、新しい 1日 (24時間)の始まり

rn休息は原則11時間

改善基準では、「勤務終了後、継続 8時間

以上の休息期聞を与えること』とされていま

すが、毎日 8時間でよいのでしょうか?

毎日 8時間とすると、 13時間の拘束時間と

足しても24時間にならないので、不思議なの

ですが・..

毎日 8時間ではいけません。

勤務は24時間ごとに見ますので、 8時間の休息期間ということは、拘束時間

は16時間ということになります。 15時間を超える拘束時間は 1週間に 2固まで

とされていますから、毎日16時間では完全に違反です。

拘束時間と休息期間は物事のウラオモテの関係になっていることはすでにお

分かりになっていることでしょう。ですから、常に、拘束時間+休息期間二24

時間になるのです。つまり、拘束時間が原則13時間ということは、休息期間は

原則11時間ということなのです。

このことから、拘束時間が15時間を超えるのは 1週間に 2固までということ

は、休息期間を 9時間以下に短くしてよいのは 1週間に 2固まで、といってい

るのと同じだということになります。

また、最低でも 8時間の休息というのは、最高でも16時間までの拘束しか認

められないといっていることになります。

15時間以下なら制限はないといっても、それを20日以上も繰り返せば 1カ月

の拘束時間の制限をはるかに超えることになりますから、同じように注意が必

要なのです。



息羽田(E~
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⑨まとめて休息できないときには、

いくつかに分けられる(分割休息)

⑨分けるときには卜つの休息期聞は

最低4時間以上、合計カi'lO時間以上

⑨年中、分割休患が認められるわけではない

休息と仕事をうまく組み合わせて

.休息期間は連続8時間が原則とされていますが、トラックの仕事ではそのとおりにでき

ない場合もあります。たとえば、長距離運送の場合、交通渋滞や荷主の都合などにより計

画どおり休息できないことも考えられます。

.そこでこのような場合でも、 4時間以上のまとまった時間が仕事から完全に自由になる

ことができるのであれば、休息期間として認めることとされているのです。

これを分割休息といいます。

.ただ、休息期間を分けること(分割休息)は、連続8時間に比べると、疲れをとったり

睡眠をとったりするのには必ずしも十分な時間とはいえません。そこで、分割休息の場合

には、 1回が4時間以上で、しかも合計が10時間以上でなければ認められないことになっ

ています。

.たとえば、 4時間の休息と 6時間の休息で合計10時間の休息や、 5時間と 5時間で10時

間の休息がこれになります。

・分割は 2回でなければならないというものではなく、 4時間を 3回で合計12時間の休息

というものも認められます。

.ただし、最低4時間ということですから、 7時間と 3時間ではいけません。この場合は

7時間の休息と 3時間の休憩となり、拘束は17時間となって16時間をオーバーしてしまい

ます。

このような場合には、 6時間と 4時間にするとか、あるいは 7時間と 3時間の休憩を 1

時間延ばして 4時間の休息とすることで拘束時間が長くなるのを防ぐことができます。

.また、分割休息が認められるといってもトラック運送の実情を踏まえての特別の取り扱

いですから、なるべくその回数は少なくなるように努めなければいけません。

.そのため、「一定期間の勤務回数の 2分の 1JJ が分割休息で取り扱う限度だとされてい

ます。一定期間は最高でも 2カ月とされていますから、 2カ月の勤務のうち 1カ月分の勤

務までが、分割休息で大丈夫ということになります。



8 : 00 

① 

⑧ 

8 : 00 

【操配(配車・運行計画)のくふう]

①の操配計画では朝 8時から深夜|時までの聞に、休憩時間しかないため、全体が拘束時間となってしまいます。

その結果、 17時間がすべて拘束時間となり、 16時間までという拘束時間の制限を超えてしまいました。また、休

息は|時から 8時までの 7時間だけということになってしまいます。

②の操配計画では、①の 18時から21時までの休憩時間の 3時間を 1時間延ばして22時までの 4時間とし、休息期

間の一部に変えました。その結果、運行終了も深夜 2時にずれてくるので、翌朝 8時の始業までには 6時間の休

息となります。そうすると、 4+6=10時間の休息期聞がとれるため介割休息として取り扱うことができます。

拘束は 8時から 18時までの 10時間と、 22時から深夜 2時までの 4時間との合計で14時間ですから拘束時間の制限

のなかに納まっています。

車両内ベッドでの休息は

運行途中で4時間以上の休患をとるように運

行計画を組んでいるのですが、当社のドライバ

ーは、トラックステーションの駐車場に停めて、

自分の車で寝るのが好きだといいます。これも、

休息として取り扱ってよいのでしょうか?

荷物の看守義務がないなど業務上の解放と駐車場の確保などを条件として、休

息として取り扱ってかまわないという見解が、労働省より出されています。

休息期間は、業務から解放され、ドライパーにとってまったく自由な時間であ

ることから、その時間の使い方について実際の運行のなかでは、ドライバーの個

人の考え方や仮眠設備との関係から、車内で過ごす人も多いようです。 トラック

協会では、このような実情を改善するため全国にトラックステーション(TS)を

設けていますが、まだまだ十分とはいえません。一般のホテルなどではトラック

専用の駐車場もついていませんし、深夜には泊めてくれない所もたくさんありま

す。ただ、このような実情があるとはいっても、いつも車内での休息ということ

は避けるように努めることが必要でしょう。また、アイドリングストップなど環

境対策にも十分配慮しましょう。



由限I1・

ー運転時聞は1日9時間、 1週間44時間

⑨運転時聞は2目、 2週間を平均してはかる

⑨荷役や休憩もなしに4時間以上運転してはいけない

運転しない時聞か休憩とは限らない

.運転時間については、とくに交通安全の立場から厳しい制限がかけられています。運転

時間が長くなると、注意力も落ちますし日や体の疲れもたまってきます。その結果、最悪

の場合には、事故を起こします。そうでなくても、ドライバーの健康にとっては決してよ

いことではありません。

.運転時間は 1日 (24時間)について 9時間までとされています。ただし、 2日間の平均

で見てよいことになっています。つまり、 2日間で18時間までしか運転できないというこ

とです。

.また、 1週間あたりでは44時間までとされています。この場合も、 2週間の平均で見て

よいことになっています。つまり、 2週間で88時間までしか運転できないということです0

・次に、 1日のうちの運転時間についても、連続して運転するのは 4時間までとなってい

ます。この 4時間について、休憩や荷役などの運転をしない時間を30分以上とることが必

要です0

.運転時間と運転しない時間との合計、 4時間30分が一つの固まりと考えて運行計画・操

配を組むことが実際の運用のやり方に合うでしょう。

.この運転をしない時間を非運転時間といいます。非運転時間は、必ずしも休憩である必

要はありませんし、 30分まとめてとる必要もありません。 30分間まとめて(連続して)と

れない場合には、分けてとることもできます。

・運転しない時間を分けてとるときには、 1回が10分以上であることが必要とされていま

す。 10分を 3回に分けてとることもできますし、 15分ずつ 2回というやり方もできます0

・非運転時間は、 4時間の運転のすぐあとに続けて30分でも構いません。また、運転の途

中にはさむこともできます。たとえば 1時間20分の運転に続いて10分の非運転時間をおく

方法でもできます。

.ツーマン運行の場合には トラックが走っている ときでも交代運転手は非運転の時間で

すから、トラック自体は走り続けてもかまいません。



ー一一一品ニ瞳E

/ 

rn3日目の運転時間には注意を ¥ 

※右の図の上3つは3自分

全部がOKなのではなく、

第E日についてはOKであ

るが、第l目についてはそ

の前日および第3目につい

てはその翌日との関係では

ダメな場合がある。

運転時聞は2日闘を平均して

l日あたり 9時間であればよい

ということですが、どの 2日を

見ても平均 g時間という意昧で

しょうか?

そうではありません。

前の日との平均か、後ろの日との平均の、どちらか一方が平均 9時間となっ

ていればよいとされています。

たとえば、長距離の往復運行をした場合などには片道11時間の運転時間とい

うことも考えられますが、 1日目に11時間、 2日目も11時間運転したとすれば、

3日目に 7時間以下の運転時間であればよいことになります。 (41ページ参照)

ただ、 1週平均44時間についてはどこかの週を決めてそこから 2週間ごとに

区切って、それぞれの 2週間について見なければいけません。

そうすると、たとえばある週で88時間運転したとすれば次の週は 0時間とな

りますから、 3週間続けて88時間運転することはあり得ないことになります。

(特定第日1の日前日) 特第E 日
(定日) {特定第日3の日翌日)

f一 平均9.5時間一、 一 平均日時間一「。 運転g時間 運範10時間 運転8時間

(一平均11時間 ーへ 「一平均9時間一、。 運転11時間 運転11時間 運転 7時間

(一平均 9時間 一，r--一平均10.5時間一、。 運転8時間 運転10時間 運転11時間

「一平均11時間一__r-一平均9.5時間一¥

× 運転11時間 運転11時間 運転8時間



ー運転時間と労働時間はイコールではない

⑨運転時聞は週44時間、 1目g時間、

しかも平均で見てよい

ー労働時間は週40時間、 1日8時間、
平均で見るのは特別の場合だけ

@運転時聞は制限以上に延ばせないか、

労働時聞は残業(超勤)で延びる

A 

週40時間制でも44時間運転できる

.運転時間は週44時間とされていますが、労働時間は平成9年4月から40時間になりまし

た。また、運転時間は 1日9時間ですが、労働時間はず、っと前から 1日8時間とされてい

ます。これは、運転時間と労働時間が同じものではないからなのです。

.運転時間と労働時間の違いはほかにもあります。

運転時間は 2日や 2週を平均して見ることができます。平均して見ることができるとい

うことは、それぞれの日の運転時間については必ずしもキッチリと時間を決めておく必要

がないということです。

. ところが、毎日の労働時間は 8時間以内で決めておくことが必要です。

変形労働時間制という方法では、 1カ月とか 1年の期間を平均して週刊時間をクリアし

ておけばよいこととなっています。しかし、それは働いた結果を平均して週40時間以内に

なっていればよいということではなく、毎日、毎週の労働時間は就業規則等であらかじめ

それぞれきちんと決めておくことが必要なのです。

.1日の労働時間が8時間なのに 9時間まで運転できるということは、 8時間の労働時間

と1時間の残業を使って、 9時間運転できるということなのです。

・週44時間の運転も同じように、 40時間労働と 4時間の残業を使うということなのです0

.運転時間が11時間かかるような長距離運行でもできるのは、残業との組み合わせで労働

時間がそこまで延ばせるからです。もし、労働時間が延ばせなければ、運転時間が9時間

といっても 1時間は運転できない時間となります。

・8時間しか運転できない、 40時間しか運転できないということになると、労働時間の大

部分が運転であるドライパーにとっては残業ができなくなるということなのです。

.なお、 1日8時間、週40時間を超えると当然ながら時間外労働の届出が必要になります。

(24ページ参照)



労働時間12時間

積卸時間

( 1時間〉

運転時間

(5時間〉

労働8時間

積卸時間

( 1時間〉

※運転時間と労働時間との関係は、上の図のようになっている。

※上の図の 5時間の運転は連続の意味ではない。

1 814時間30分か最高Eヨ
E日を平均して 1日g時聞になればよいと

いうことなら、 1日18時間走って次の日に運

転をしなければよいということになるのでし

ょうか?

そのようなことはできません。

まず、 1日の拘束時間はいくら延ばしても16時間までと決められています。

次に運転4時間について30分の非運転時間が必要となりますから、 16時間続

けての運転はできないことになります。

すると、 4時間の運転のあとに30分の非運転時間を入れる形を 3回繰り返す

ことができます。これで13時間30分になりますから、 4回目は16時間-13時間

30分二 2時間30分しか運転できないことになります。

つまり、 1日の最高の運転時間は14時間30分ということになります。

拘束時間16時間

休

息

期

間

運

転
2
時
間
叩
分

中運

転

4
時
間

中運

転

4
時
間

中運

転

4
時
間 断断断

30分

4時間までという制限は、高

速道路でも一般道路でも同じで

す。

ただ、目や体の疲れなどを考

えると、早めに運転を区切るよ

うにすることがよいのではない

でしょうか。

30分30分

連続運転時聞か4時間という

のは高速道路と一般道路とでは

違うのでしょうか?
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ーフzリーに乗っている時聞は、

2時閣を拘束時間、それ以上は休息期間

⑨フェリーに乗っている時聞か

10時聞を超えれば、新しい勤務が始まる・2時間の拘束時間は、

フエリーに乗る前の拘束時間にプラスされる

⑨休息期間となった時聞は分割休息の卜っと見ればよい

⑨分割休息の1つだが、 4時間以下でも休息にできる

フェリーのなかで‘ゆったり休息

乞二〉

~ 

.フェリーに乗っている時間は、ドライバーは体を休めることもできますし、船内で食事

をしたり、大きなフェリーになると風呂に入ったりもできます。

.フェリーでは航海中はトラックへの出入りを禁止されるものがほとんどです。つまり、

トラックから離れて自由な時間を使うことができる場合が多いというこ とになり ます。

.このように、フェリーに乗っている時間は必ずしも労働時間とはいえません。ただ、乗

り降りの際にはわずかの時間ですが、運転することになります。

.そこで、改善基準ではフェリーに乗っている時間のうち 2時間を拘束時間とし、残りの

時間を休息期間としています。フェリーに乗っている時間が2時間を超えない場合には、

その時間は拘束時間となります。

.このような取り扱いをすると、フェリーに10時間以上乗っているケースでは、 2時間の

拘束を除いた残りが8時間以上あるということになりますから、連続8時間以上の休息期

間をとったことになります。つまり、フェリーを降りたときから、新しい(別の)勤務が

女台まるということになります。

.また、 2時間の拘束時間は実際にはどの部分かはっきりしていません。そこで、 10時間

以上のフェリー利用のケースではフェリーに乗る前の拘束時間として取り扱うこととして

います。

.休息期間となった部分は、 1日の休息期間の全体から差し引くことができます。つまり、

分割休息のようなものと考えればよいのです。

.ただ、分割休息の場合には 1回が4時間以上という制限がありましたが、フェリーに乗

った場合の休息期間についてはこのような制限がありません。 1時間でも 2時間でも休息

となりますし、その部分がフェリーに乗っている部分か降りたあとの部分かは関係ないの

です。フェリーで6時間の休息をとれば降りたあとに、たとえば2時間の休息をと った場

合は 8時間の休息となります。ただし、この降りたあとの休息期間は拘束時間の 2分の 1

より多くなければなりません。



フェリーに乗った場合の拘束時間と休息期間

口員。 (--c一寸寸:
運転・積卸し フェリー | 運転積卸し |休息期間|

|?時富| 休息期間 I 

a 
(拘束時間)

1 b J日品。画

フェリーに乗る前の運転・積卸し時間とフェリー乗船時間のうちE時間の合計(図のaの部分)は拘束時間となる。

フェリー船内の時聞から E時聞を引いた時間(図のbの部分)は休息期間となる。フェリーから降りて運転・積

卸しの時間(図のcの部分)は拘束時間。そのあと仕事を終え休息期間となる(図のdの部分)。

{注意すること〕

※ 1 dの時聞はcの時間の半分以下にならないように (cはdのE倍以下)

※ 2 b+d=日時間以上なら、 1日の休息期聞をとったことになる

この場合、 b、dのどちらかか4時聞を切っていてもよい

rnフエリーでの拘束2時間は…

「フェリー乗船時間のうち 2時聞を拘束時間

として取り扱う」ということですが、この 2

時聞は労働時間なのでしょうか? それとも

休憩時間なのでしょうか?

E時聞は労働していないけれど、船にトラ

ックを乗せる時間もあるのですが…

労働時間なのか、手待ち時間なのか、休憩時間なのか、については何も決ま

っていません。

いわれるとおり、いろいろな時間がまざり合っている時間ですから、ハッキ

リこうだ、とはいえないのです。

つまり、どういう時間とするのかは、会社ごとに違うということになります。

会社と組合(または従業員代表)で決めるのがいちばんよい方法で、はないで、

しょうか。



国外、健園自由(Ea.l
必号

⑨時間外、休日出勤(超勤)には「協定」と

監督署への「届出』が必要

⑨残業+休出+休憩+所定労働時間の合計が

293 (320)時間以内

ー休日出勤はE週間に 1固まで

残業は無制限ではない

-残業(時間外労働)や休出(休日労働)をさせるためには、労働組合との協定を結んでト、

その協定を監督署に届け出なければなりません。会社に組合がなければ従業員代表を選ん

で、この代表者と協定を結ぶことになります。

.残業、休出をさせるための協定を36(サブロク、 サンロク)協定といいます。

労働基準法の第36条に定められているので、このようないい方をするのです。

・36協定を結べばどんなに長い時間を働かせてもよい、というわけではありません。法律

に基づき、時間外労働の限度となる時間が告示で出されています。

. ところが、 トラックを始めとするいくつかの仕事については、この限度時間は関係ない

とされています。だからといって、制限がないわけではないのでトす。

. トラックについては労働時間と休憩時間を合わせた拘束時間が1カ月293時間(仕事が

忙しい場合には320時間)までと決められています。

.その月の出勤日数によって休憩時間の合計は変わりますが、出動日数×休憩時間(普通

は1時間)と出動日数x1日の所定労働時間(普通は 8時間)の合計を、 293(320)時聞

から引いた残りの時間数が残業、 休出ができる時間となります。

293 (320)時間

-)出勤日数×休憩時間(普通は 1時間)

一)出動日数x1日の所定労働時間(普通は 8時間)

1カ月の残業、休出時間

・休日出勤についても、トラックは他の仕事とは違った取り扱いになっています。他の仕

事では、休出の回数は制限されていませんが、 トラ ックでは休出は 2週間に 1固までとな

っています。

. トラッ クの仕事は長くな りやすいことや残業も多いこと、お客さまの都合で週末にも仕

事が出やすく、年中休みがとりにくいことなどが、その理由になっています。



1カ月の超勤時間の例

1カ月31日で休みがg日の例。出勤日は31-9 =22日となる

1日8時間労働、休憩は 1時間とする

8 x22=176時間、 1x22=22時間

176時間 22時間-γ--9帯 一一寸

所定労働時間 休憩時間 | 残業・休出

1カ月の拘束時間293(320)時間
運転・積卸し・点検整備・手待ち時間・休憩

rn2週間iこ13日勤務もOK

休日出勤は2週間に 1固までとなっていま

すが、そうすると週休E日としている会社で

は、 E週間のうち 3日は必す休ませることに

なるのでしょうか?

3月や12月の忙しい時期にはとても無理な

気がしますが…

『休日出勤は 2週間に 1回』というときの『休日』は、労働基準法で定められ

ているf木日のことです。

基準法の休日とは1r1週間に 1回与えなければならなし切とされていますか

ら、週休2日の場合にはそのどちらかは、法律で、いう休日ではなくなります。

u去律でいう休日のことを法定休日といいます。)

つまり、法定休日は 2週に 2回あれば大丈夫です。

2週に 1回の休日労働しかできないということは、 2週に 1回の1去定休日が

あればよい、ということになります。

その結果、 2週間に13日働いても違反にはなりません。その場合は 1日を休

日出勤として取り扱うことも必要になります。

ただ、注意しなければいけないのは、週法定労働時間は平成9年 4月から40

時間となっていますので、 8時間労働の場合には、週6日以上働けば6日日は

40時間を超えて時間外労働となります。また、 7日目の勤務は休日カリ日もあ

りませんから休日出勤となります。時間外労働は 2割 5分、休日出勤は 3割 5

分の割増をつけた賃金(給料)を支払わなければなりません。



領主園屋支録息告
~~~号⑫扱

⑨休日は休息期間に続けて24時間

⑨休日は普通はB+24=32時間、
最低でも30時間は必要

(j)連休のときは2日目は24時間でOK、
30+24=54時聞か連休の最低時間

休みはどこの固でも別扱い

.休日は休息期間とは違うものとされています。

Q 

場

休日は毎日の休息期間とは違って、まったく労働時間のない日なのです。 1週間の仕事

の疲れをとり、レジャーを楽しむなどの自分の生活のための日なのです。

・普通の場合、休日は午前0時から24時までの24時間を指します。暦での 1日にあたりま

す。

.しかし、トラックドライパーは、日をまたがって仕事をすることが多いため、 0時から

24時までの 1日が必ず必要とするとなかなかとり方が難しくなります。

たとえば、明け方3時に仕事が終わって仕事から離れたとしても、その日は 3時間食い

込んで、いるので休日にはなりませんから、その次の日の O時から24時を休日としなければ

なりません。つまり、 45時間で1日の休日ということになります。

.そこで、トラックの仕事については、『休息期間に続く 24時間』で 1つの休日とするこ

とにしたのです。諸外国でも同じような取り扱いとなっています。この休息期間は24時間

の前でも後ろでもかまいません。

・普通は8時間の連続した時間が1休息となっていますので、 8+24=32時間が休日の最

低時間となります。しかし、休息については分割休息という取り扱いがありますので、 4

+24=28時間となってしまうことも考えられます。

.これではなかなか休んだという気持ちにはなりませんので、最低でも30時間とすること

を定めています。

.週休2日がだんだん増えてきましたが、この場合には 2日目の時間数は24時間でよいと

考えられます。つまり、 1日目の30に24を足した54時間で2日連休とすることができるの

です0

.これまであげた時間数はそれぞれ最低の時間を計算したものです。通常勤務では、11時

間が休息期間ですから35時間程度の時間で休日となります。また、日勤で日をまたがない

人は普通どおり休日がとれることになります。



日勤の運転者、通常の工場勤務などの例

(24 : 00) 

| |勤務時間|帰宅

。:00 8: 00 17 : 00 

| |勤務時腎|帰宅

・E・-福留橿盤醤盤醤醤醤醤醤醤圃

E4時間でなく 1日必要とした場合の例

(24: 00) (24 : 00) 

| 休日 | 
一一暦での 1日-

|」斗ヱ~:5R:)~1!Jム」ニー I 1*B ーム」
改善基準でOKの例 ) ¥_-

|~~己51(~51m~1llI Iーニー一一語早]

rn日曜・祭日イコール休日ではない

休日というのは毎週 1回与えなければいけな

いといわれましたが、毎週日曜日を休みにしな

ければいけないのでしょうか? また、週初時

間制になったときから、毎週土曜と日曜を休み

にしなければいけないのでしょうか?

休日というのは必ずしも日曜日に限っているわけではありません。

法律では毎週 1回と決めているだけで、毎週日曜日とはいっていないのです。

これは働く人には必ず休養が必要ということから、 1週間のうち最低 1日は休

みにしなさい、と決めているのです。 1週間に 1日以上休みがあれば、それが

何曜日であってもかまいません。ですから、デパートやスーパーの配送が専門

の仕事の場合などは、平日が休みとなることも普通のことなのです。

また、週刊時間というのは 8時間労働なら週に 2日の休みとなりますが、た

とえば7時間労働とすれば、5日間は 7時間で 6日目は 5時間というのでも40

時間になりますから、週の休みは 1日でよいのです。また、休みは日曜に限り

ませんし、 2日休みとしても 1i2日続けること』という決めはありません。た

とえば、仕事の都合で月曜と水曜が休みと決めてもよいのです。



渉一
臼 1--

⑨ツーマン運行は拘束が20時間まで延ばせる

⑨1週間に何回延ばしてもよい

⑨月の拘束時間はツーマンもワンマンも同じ

長距離ならツーマンの活用も

.キャビンにベッドがついている車で、ツーマンで運行する場合には、 1日の拘束時間を

20時間まで延ばすことができます。しかも、 1週間に何回延ばしてもよいことになってい

ます。

.ワンマンの場合には、延ばしても16時間までです。しかも、そこまで延ばせるのは 1週

間に 2固までとなっています。

.ですから、相当の長距離を一気に走る必要がある場合には、ツーマン運行のほうが都合

がよいともいえます。

.しかし、ツーマン運行は20時間まで、制限なしにいくらでも延ばせるというものではあ

りません。ツーマンで走れば、 1人のドライバーにしてみれば運転時間は減るでしょうし、

積卸しも楽になるでしょう。しかし、 20時間拘束されていることに変わりはありません。

.つまり、 1運行についてみれば、疲れはいくぶん少ないかもしれませんが、自分の自由

になる時間は大幅に減ることになります。そのようなことは、ワンマン運行に比べると、

ドライパ一個人には不公平になります。ですから、月の拘束時間は原則どおり293時間

(320時間)となっています。

.この他に、隔日勤務についての特別の取り扱いがあります。

隔日勤務というのは、ある日の昼から翌日の午前中まで夜通しで働いて、その次の日は

非番=明け休(あけきゅう)二というような勤務で、主に大都市のタクシーなど、でト使われて

います。

. トラック業界ではあまり例は多くないようですが、このような場合には、 21時間まで拘

束時間を延ばせます。また、仮眠場所を用意した場合には、最大で24時間まで拘束時間を

延ばせます。

.この明け休の場合には、休息期間は連続20時間以上必要というこ とになっています。



fil休憩|運転 |開|休息|積卸|運転 |休憩|運転 |邑
10 : 00 17 : 00 6 : 00 10: 00 17 : 00 6: 00 

20時間 :4時間 i 20時間 :4時間 i

ワンマン人
1日の拘束時間| 回数 || 1カ月の拘束時間

最大16時間 I [ 週2固まで I [ 

最大20時間 || 何回でも || 

ζ~oo 

Eヨ組み合わせは無理がないように

仕事の都合で時々ツーマン運行をしていま

すが、ツーマン運行のドライバーが続けてワ

ンマン運行をやってもよいのでしょうか?

293 (320)時間

293 (320)時間

ツーマン運行とワンマン運行を続けるこ ともできますし、組み合わせてやっ

てもかまいません。

やってはいけないという決まりはありません。

ツーマン運行のドライバーが、ツーマン運行から帰ってきてすぐにワンマン

運行する場合には、ワンマンの拘束時間の制限で、改善基準の通常の決まりの

とおり仕事をすることになります。

改善基準では、 1カ月の拘束時間は293(320)時間でなければならないこと

となっていますので、この点には十分注意が必要です。

また、ワンマンとツーマンを組み合わせてもよいとはいっても、ドライバー

に無理にならないような操配が必要でしょう。



…もう少し、知りたい方ヘ一一

。〉分割休息と普通の休息の区別は
置 「分割休息は、勤務回数のE分の 1J までと聞きましたが、分割休息や普通の休息がまざっていると

きには、どのように区別して考えればよいのでしょうか?

また、 E分の 1の計算のやり方はどのようになっているので‘しょうか?

困 分割休息と普通の休息がまざっている仕事や勤務は、トラック運送の実際にはよくあるケースです。

このようなときには、その休息が分割休息なのか普通の休息なのかをハツキリさせておかないと、

2分の 1の回数までという制限にも違反しますし、輸送安全規則という貨物自動車運送事業法の決ま

りにも違反することになります。

輸送安全規則のことは、質問とは直接関係がないので省略して、分割休息と普通の休息との区別の

仕方については、次のように考えてください。

(1)分割休息は 1回が4時間以上で、合計が10時間以上になっています。

普通の休息は、 1回で8時間以上となっています。

つまり、 4時間以上なのか 8時間以上なのかによって分かれるといえます。

(2) 8時間以上の休息があったとしても、それだけで普通の休息になるとは限りません。

というのも、 8時間の休息と 4時間の休息で合計12時間の休息とすることも考えられますが、これ

は分割休息となるからです。

8時間の休息だけでは拘束時間をはるかにオーバーしてしまうことは、 15ページの説明のとおりで

す。

そうすると、まず 1回の休息期間が8時間より短いか、 8時間以上かを見て、 8時間より短いなら

分割休息となります。次に 8時間以上であれば、それ以外に 4時間以上の休息をとっているかどうか

を見ます。べつに 4時間以上をとっていれば分割休息ということになります。

J@  
00ハ /一士¥

""0ム/ηぞセミ¥
iν('ご'..11 



1回の休患が8時間より短いか、長いか?

ぷ

時ゴ

分割休息

次に、 2分の 1の計算ですが、分割休息と普通の休息とがまざり合っている場合には、その区分け

どおりに勤務回数を出せばよいことになります。

たとえば、途中に 8時間の休息期間があるだけで、次の勤務についていることもあるでしょうし、

8時間と 4時間の合計12時間の休息のあとで次の勤務につくこともあるでしょう。このようなときに

は、休息、が8時間かどうかだけでは分からないことになります。

このようなときには、操配のときに二運行指示のときに、どのような指示をしたかによって変わっ

てきます。操配のときに 8時間の勤務のあとすぐに次の勤務を始めなさいと指示していれば、分割休

息ではありません。逆に、 8時間の休息のあともう一走りして、そのあと 4時間の休息で合計12時間

の休息をとるようにと指示していれば、分割休息ということになります。

別の見方をすれば、勤務が始まってから24時間以内に、休息を何回とっているかを見れば、分割か、

そうでないかが分かります。その24時間で見た休息の形によって勤務回数を見ることになります。

また、 8時間の休息のあとは新たな勤務が始まるという見方もできますが、『新たな勤務と見るこ

とが原則だ』というだけのことです。たとえば、操配の最初から 8時間と 4時間の休息をt旨示してい

れば、あとの 4時間の休息が終わってから次の勤務が始まるということになります。

貨物自動車運送事業法の細かい規則である『輸送安全規則』の第3条第4項の規定では、勤務の仕

方を具体的に指示しなさい、という決まりになっていますので、この決まりを守っていれば、何日の

何時までが一つの勤務であるかは、はじめから分かっていることになります。



理監Yヨ
① ILOや諸外国の例は
開 説明のなかで、 ILOとか諸外国の例が出てきましたが、おおよそどのようになっているのでしょ

うか?

闘 参考までに下の一覧表をご覧ください。

1日、 1週間の運転時間が少し長いことや、拘束時間という決めがないこと、などが大きな違いです。

自動車運転者の労働時間規制についての国際協較

項目

拘束時間

運転時間

連続運転時間

休息 期間

フェリー乗船

の場合の特例

適用除外

日本の改善基準告示

原則 |臼 13時間

例外 !! 16時間まで

延長可能

15時間超は

週 2固まで

|カ月 293時間

年間3，516時間

延 長 320 !! 

|日 9時間

( 2日を平均できる)

|週 44時間

( 2週を平均できる)

44 x 2 =88 

4時間

4時間に対して30分の中

断

|回 10介以上の介割も可

能

連続 8時間

分割の場合

4時間以上の単位で合計

10時間

(隔日勤務は20時間)

※拘束時間との関連から

11時間が原貝Ij

車両内で休息がとれる

乗船時間のうち 2時間は

拘束時間

その他の時間は休息期間

下船後に勤務につく場合

には別途の制限あり

緊急輸送、危険物輸送

EUの運転時間規制

声見制はない

|日 9時間

週 2固まで10時間に

延長できる

2週 90時間

4時間30分

4時間30介に対して45介

の非運転

|回 15分以上の分割も可

能

11時間 (24時間に対して)

週 3日までは 9時間にで

きる

|時間以上の単位て分割

できるが、うち|回は 8

時間以上で合計12時間

停止中の車両内で休息が

とれる

フェリ一乗船時聞は休息

期間

ただし、乗下船の前後の

休息と|時間以上間隔を

とらないこと

(直前か直後に休息期間

を設定する)

緊急、警察、消防、国防

など

アメリカの

運転時間規制

規制はない

10時間

( 8時間の休息後)

8時間

ただし、仮眠設備で 2時

間以上の単位で 2分割す

ることができる。合計も

8時間でよい。

車両内で休息がとれる

規定なし

緊急輸送、救急、警察、

消防、国防など

平成 9年 4月現在

ILO条約(153号)

の内容

規制はない

|日 9時間

i週 48時間

ただし、目、週の運転時間に

ついては、各国で一定の目、

週の平均として決定も可

4時間

ただし、各国で|時間以

内の延長ができる。休憩

時間の長さについては規

定なし

連続10時間

週 2日までは 8時間にで

きる

フェリー乗船の場合の例

外を定めることができる

(具体的な例外規定はな

L、)

特殊輸送、救急、警察、

消防、国防など



フェリーに 1日2回乗るときは
間 会社の仕事のなかに次のような例かあります。朝、会社柏市閏ほどの距離のお害さんの倉庫ま

で行って、そこで30分積込みをして港まで30分定り、そこから片道2時間30分のフェリーに乗ります。

到着した港から20分ほどの距離にあるお客さんの居先で20分で荷卸しを終わり、すぐに港に引き返し

て、帰りのフェリーに乗って会社まで帰ってきます。

つまり、運転時聞か3時間40分、積卸し時聞か50分、フェリー乗船時聞か5時間の仕事です。

このような場合、行きと帰りのフェリーで、たった 2時間のあいだがあるだけなのですが、フェリ

ーの時聞をとおしで考えてはいけないのでしょうか? フェリーの時聞をとおしで考えると、 5時間

の乗船時間ですから、 2時間を引いた 3時聞か休息期間として取り扱えると思うのですが…?

日:00 18 : 30 

l 運転 |積込|運転| フエリー i休憩l運転|荷卸|運転| フェリー | 運転 l 

1時間 30分 30分 2時間30分 20分 間分 2時間30分 1時間30分

困 フエトの乗船時間はとおしでは考えられません。

そもそも、フェリー乗船時間は特別の取り扱いとして認められているものです。ですから、乗船し

てから船を降りるまでの時間のうち 2時間を拘束時間、その他の時間を休息期間として取り扱うこと

が決められている以上、この決め以外の取り扱いをすることはできないのです。

この例では、フェリーの片道2時間30分のうち 2時間を拘束時間、 30分を休息期間として取り扱う

こととなります。

しかし、考え方を変えて、 2時間30分を拘束時間として取り扱い、 30分を休憩とするのも一つの方

法ではないでしょうか。法律では、休憩時間は労働時間が8時間を超える場合には 1時間与えなけれ

ばならないことになっています。

この 1時間については、必ずしもいっぺんに与える必要はありませんから、二つに分けて30分、 30
分とすることもできます。そうすると、行きと帰りのフェリーで30分ずつ休憩がとれることになりま

す。このように考えれば、朝 8時に出社して18時30分に退社ということではなく、 17時30分に退社す

ることができます。ドライバーにとっては、給料は変わらずに早く自由な時間が手に入るという、と

りえがありますし、会社にとっても何も不都合はありません。

ただ、注意しなければいけないのは、休憩時間は従業員が自由に利用できることが必要ということ

も法律で決められていますから、フェリーのなかの30分がそういうことになっているかどうかという

ことです。

どちらにしても、ドライバーの意見や組合(従業員代表)の意見を聞いて取り扱いを決めるほうが

よいでしょう。ドライパーや組合が反対すれば、この取り扱いはしないほうがよいのですし、会社と

してはどちらの取り扱いでも困ることはないでしょうから…。

フェリー j休憩

1時間 30分 30分 20分 20分 自分 2時間 30分 1時間30分



①「労働組合か従業員代表」との協定は
間 拘束時間を320時間まで延ばすときや、残業の決めをするときに「労働組合か従業員代表』と協定

するようにということが出てきましたが、これはどういうことなのでしょうか?

また、組合がないときの従業員代表の選び方は、実際にはどのようにやるのでしょうか?

悶 「労働組合か従業員代表』の意昧

残業についての法律の定めは、正確にいえば、労働基準法第36条第1項に『労働者の過半数で組織

する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に

おいては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、…』となっています。

拘束時間を延ばすときの取り扱いも同じ言葉で書かれています。

この長い言葉で、書かれていることを一言でいうと『労働組合か、なければ従業員代表』となります。

このような相手と、文章にしたもので確認をしなさい、というのが法律の意味なのです。

このように法律で決めたのは、残業を会社の都合でどんどんいいつけるのは、従業員にとっては必

ずしも得なことばかりではないからという理由なのです。

『残業手当が稼げるから文句はないだろう』と考える人もいるでしょうが、考え方は人それぞれです

から、手当をもらうよりは早く帰りたい人もいるでしょう。そのようなときに、会社から残業をいい

つけることは、相手の考え方を無視したことにもなります。

また、法律のたてまえは、決まった労働時間(所定労働時間といいます)働いて帰ることがあたり

まえということになっています。つまり、残業は例外的なことになっているのです。

そこで、従業員の意見も聞いて残業をしてもらう、ということを決めているのです。

ところで、労働組合は従業員の意見を代表して会社にいうもの、ということになっています。そこ

で、従業員の意見を取り入れるために、労働組合の意見を聞くことにしているのです。

ところが、労働組合はどの会社にもあるものではありません。その場合には、別の方法で従業員の

意見を聞いて決めることができる、ということにしなければ、実際上は困ったことになります。

そこで、従業員を代表する人の意見を聞くという方法が決められたのです。

従業員代表の選び方

従業員代表の選び方は、労働基準法の施行規則により、投票・挙手等の方法があげられています。

一般に、多く行われているのは選挙で選ぶ方法です。もちろん、従業員同士で、お互いに推薦しあう

ことや挙手による選任、 1カ月、 2カ月の当番制という方法でもよいでしょう。要するに、公平に、

公正に、分けへだてなく選ばれなければならないということなのです。

選挙で選ぶときには、選挙の手続きや、選ばれる資格について、あらかじめ社内の規則で決めてお

くことも一つの方法です。選ばれる資格というのは、選ばれる人は、監督・管理者など会社側として

仕事をしている人はダメということになっています。

『会社側として仕事をしている人』というのは、たとえば常務や専務などの役員、支庖長や管理課長

などの役職の人です。会社の方針をよく分かつて、すすんで仕事をしている人がダメということでは

ありません。世間で一般にいわれる『会社側J Ii労働側」ではないことをよく知っていてください。

閥的犠



①通常業務のあいまの危険物輸送は
間 月に 5日くらい、花火の輸送をやっています。危険物輸送で、届出をして、計画書も出しています。

このように、適用除外の仕事が普通の仕事のあいまにあるようなときには、拘束時間や運転時聞はど

のように見ればよいのでしょうか?

困 仕事についた 日数の比率で分けて考えるということが基本です。

いいかえると、 1カ月の日数のうち、適用除外の仕事に何日ついたのかによって普通の仕事の拘束

時間が決まるということなのです。

通達に書いてあるのは専門的な言葉で書かれていますから、分かりづらい面もあります。そこで、

例をあげて説明しましょう。

まず、拘束時間の計算です。

〈例 1) 
適用除外の回数

5日

数
一

日一の一事
一
日

B
「
L

-

吋，，

，a町
'
a
E

噌・・・・

の一通

一

昔

一

1カ月の拘束

293時間

この例は、 1カ月の拘束時間が原則どおりの293時間のケースです。

31日-5日 26
x 293時 間= ~~ x 293 = 245.74 

31日 31

= 245時間45分

つまり、普通の仕事の日数や残業、休日出勤を合わせて、 245時間45分までは拘束時間とできます。

適用除外の 5日については、拘束時間の管理や運転時間の管理は必要ありません。ただし、他の法律

で厳しい制限がかかっていますから、その制限を守ることを忘れないようにしてください。

くりかえしますが、上の表の黒い部分の数字だけが関係あります。

〈例 2)
適用除外の日数

5日

数
一

日一の一事
一
日

E
F
L

一『，，

t
T
t

白
司・・・・

の
一

通
一

昔
一

1カ月の拘束

320時間

この例は、 1カ月の拘束時間をいっぱいまで延ばした320時間のケースです。

31日-5日 26
x 320時 間= ~~ x 320 = 268.39 

31日 31

= 268時間24分



①積雪地域の1年変形制の特例は
望日 北海道や東北では、 1年変形労働時間の取り扱いが特別だという話を聞きましたが?

図 雪の多い地方では、冬場は建設現場は仕事こならないということが起こります。そこで、冬場の出

面(労働日)ははじめから少なくし、夏場の天気のいい時期にしっかり働くようにしたほうが都合が

よいということは、お分かりでしょう。このようなことから、年間変形労働時間を使う ようにしたの

ですが、従来の法律の定めでは、年間変形 (3カ月を超える場合)は 1日9時間、 1週間48時間まで

という労働時間の制限があります。しかし、これでは足りないので、 3カ月変形の 111日10時間、 1

週間52時間』と同じ制限にしてもらいたいというのが、建設業界の強い希望でした。

その結果、平成 9年4月から、そのように決まりました。われわれトラッ

ク業界も、建設作業に関係する材料の納入や廃材の引取りでは、建設業者の

仕事の流れと同じように働くわけですから、これにともなって同じ

ような扱いをしてもらわないと、とくに建設関連の仕事をしている

業者は困ることになります。

そこで、全ト協からこのような事情を説明し、要望した結果、建

設業に関連するトラック運送については、同じように取り扱われる

こととなりました。雪の多い地方については、法律でその範囲

が決められていますので、北海道や東北に限らず、北陸や山陰

でも認められる地域があります。詳しいことは、地元の監督署 へご

等で確かめてください。

(労基法の改正により、平成11年4月から 3カ月を超える ----;::J 

年間変形の制限が若干変更されていますが、積雪地域の ~ 

実質的な取り扱いは従前と同様となって明。) 内 長三

dE 
コ()...-

. 豪雪地帯

法律で決められた雪の多い地方



⑦出来高払制採用の場合の最低保障は
軍司 弊社では、ドライバーのやる気を引き出すため、錦、給与体系を改め、歩合給制度を取り入れた

いと考えています。ただ、こういった場合最低保障が必要と聞きましたが、どういうことでしょうか

詳しい内容をお教え下さい。

悶 労働時聞に応じ、「通常の賃金のB割以上」の保障給が必要

労働基準法では、歩合給制や出来高払制について、「使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保

障をしなければならない」と定めています(第27条)。

これは、出来高や仕事の量によって賃金が支払われる場合、単価が不当に低く定められたりすると、

過重労働を招き、ひいては労働者の生活を脅かすおそれがあるからです。このため、労基法では、労

働者が就労した以上はたとえその出来高が少ない場合でも、労働した時間に応じて一定額のイ呆障を行

うべきことを使用者に義務づけているわけです。

保障給の額については法律上とくに定められていませんが、トラック運転者の場合、労働省が改善

基準について出したいわゆる '93号通達J (平成元年 3月 1日 基発第93号)で 「労働時間に応じ、

固定的給与と併せて通常の賃金の 6割以上の賃金」といっていますので、 6割以上の保障給が必要と

いうことになります。

この ，6割以上」ということについてですが、あくまでも、労働時間に応じた通常賃金の 6割以上

の保障であって、 6割以上の固定的給与を設けなさいという意味ではないので、注意してください。

「通常の賃金』とは標準的な能率で通常の時間働いて得る額

また、「通常の賃金」というのは、各労働者がそれぞれの標準的な能率で、歩合給の算定期間に、

通常の労働時間働いた場合に得られる賃金額をいい、具体的には次の算式で '1時間当たりの保障

給」の下限を算出します。この場合、勤務割に組み込まれた時間外労働と休日労働に対する手当は含

め、臨時に支払われる賃金と賞与は除きます。

〈算式〉

通常の賃金
l時間当たりの保障給=昨{町1:11:1'_...1..・ー『吋......_山田一一 XO.6

実際には、各人ごとに過去3カ月程度の期間に支払われた賃金の総額を、その間の総労働時間数で

除して得た金額に100分の60をかけて算出すればよいことになっています。また、そのほか毎年1回

等定期的にあらかじめ定めておく場合に限り、その会社の歩合制労働者に対する過去3カ月間程度の

賃金の総額を、延総労働時間数で除して得た金額の100分の60以上の保障給でもかまわないとされて

います。



資料回改善基準告示
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(抄)

(目的等)

平成元年労働省告示第 7号

改正平成 3年労働省告示第79号
改正平成 4年労働省告示第四号

改正平成 9年労働省告示第 4号

改正平成11年労働省告示第29号
改正平成12年労働省告示第120号

(注 :傍線部介は、平成 9年の改正箇所)

第1条 この基準は、自動車運転者 (労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第 9条に規定する労働者

(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用きれる者及ぴ家事使用人を除く。)であって、四輪以上の自動車の運

転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう 。以下同じ。)の労働時間等の

改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的とする。

2 労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その

向上に努めなければならない。

3 使用者は、季節的繁忙その他の事情により、法第36条第 1項の規定に基づき臨時に労働時間を延長し、又は休日に労

働させる場合においても、その時間数又は 日数を少なくする よう に努めるものとする。

〈略〉

(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)

第4条 使用者は、貨物自動車運送事業 (貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第 1項の貨物自動車運送

事業をいう。以下同じ。)に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間については、次に定めるところ

によるものとする。

一 拘束時間は、 1箇月について293時間を超えないものとすること。ただし、 労使協定がある ときは、 1年のうち 6

箇月までは、 1年間についての拘束時間が3，516時間を超えない範囲内において、 320時間まで延長することができる。

二 1日についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、 当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間

は、16時間とすること。この場合において、 1日についての拘束時間が15時間を超える回数は、 1週間について 2回

以内とすること。

三 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えること。

四 運転時聞は、 2日(始業時刻から起算して48時間をいう。次条において同じ。)を平均し1日当たり 9時間、 2週

間を平均し 1週間当たり 44時間を超えないものとすること。

五 連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間

をいう 。次条において同じ。)は、 4時間を超えないものとすること。

2 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する 自動車運転者の休息期間については、当該自動車運転者の住所地における

休息期聞がそれ以外の場所における休息期間より長くなるよ うに努めるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、拘束時間及び休息期間については、厚生労働

省労働基準局長の定める とこ ろによ ることができ る。

業務の必要上、勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合

一 自動車運転者が同時に 1台の自動車に2人以上乗務する場合

自動車運転者が隔日勤務に就く場合

四 自動車運転者がフェリ ーに乗船する場合

4 労使当事者は、時間外労働協定において貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に係る一定期間についての延長

時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び 1箇月以上3箇月以内の一定の期間とするものとする。

5 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第35条の休 日に労働させる場合は、当該労働させる休日

は2週間について 1回を超えないものとし、当該休日の労働によ って第 1項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度

を超えないものとする。

6 前各項の規定は、旅客自動車運送事業(道路運送法第2条第 3項の旅客自動車運送事業をいう。次条において同じ。)

及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者(主として人を運送すること を目的とする自動車の運転の

業務に従事する者を除く 。)について準用する。

〈聞各〉



資料回関連通達等
平成 9年 3月11日 基発第 143号

改正平成11年 3月31日 基発第 168号

都道府県労働基準局長殿

労働省労働基準局長

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について(抄〉

自動車運転者の労働時間等の労働条件については、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準J (平成元年労働省

告示第 7号(以下「改善基準告示」という。)、平成元年 3月 1日付け基発第92号「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事

業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期聞の特例についてJ (以下「特例通達」という。)、同日付け基発第93号

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準についてJ (以下 '93号通達」という。)及び平成 5年 3月17日付け基発

第165号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等についてJ (以下 '165号通達」という。))により、

その改善を図ってきたところである。

本改善基準告示については、今般、平成 8年12月6日の中央労働基準審議会の報告(別紙 1。以下「平成 8年報告」と

いう。)を踏まえ、告示された「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件J (平成 9年労働省告

示第 4号。別紙 2。以下， 4号告示」という。)により別紙 3のとおり改正されたところである。平成 9年 4月 1日以後

はこの改正後の改善基準告示によって自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善を図ることとしたので、下記の事項に

留意の上、その適切な運用を期されたい。

記

く略〉

(2) 貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間について

現行の 2週間について143時間、 4週間について273時間を超えないものとされているところを、 1箇月について

293時聞を超えないものとし、また、労使協定があるときは、 1年のうち 6箇月までは、 1年間についての拘束時間

が3，516時間 (293時間X12箇月)を超えない範囲内において、 1箇月についての拘束時間を320時間まで延長するこ

とができるものとした。

く略〉

2 改善基準告示の遵守

今回の改正で労使協定により拘束時間及び運転時間を一定期間延長する措置が設けられたことから、これらの適正な

管理が行われるよう従前以上に台帳の作成等による各種記録の整備を図る必要がある。また、改善基準告示は、関係労

使の代表の合意に基づき策定され、見直されたものであり、関係当事者は定められた基準を遵守することを特に強く要

請されるものである。

第 2 改善基準告示の内容

1 目的等(第 1条関係)

(1) 第 1項は、長時間労働の実態が見られる自動車運転者について、労働時間等に関する改善のための基準を定めるこ

とにより、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的とすることを明らかにしたものである。な

お、 4号告示により「労働省労働基準局長が定めるものを除く」こととしたが、これは平成 8年報告記の 2において

「緊急輸送、緊急、作業及び危険物輸送についての改善基準の適用除外の扱いについては、平成 9年 3月31日までに労

使の合意に基づいて別途通達等で措置することが適当である。」とされたことを踏まえ、当該措置を行う際の改善基

準告示上の根拠として規定したものである。

(2) 第 2項は、労働関係の当事者に対して、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないこ

とを求めるとともに、その向上に努めるべき旨を規定したものであるが、特に、改善基準告示の改正を契機に労働条

件を低下させるようなことのないように要請されるものである。

く略〉

2 (1)イ拘束時間

拘束時間とは、基本的には労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時聞をいうものであるが、改善基準

告示においては拘束時間規制の観点から、あらゆる場合における始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束きれて

いるすべての時間を確実に含ましめるため、念のため「その他の使用者に拘束されている時間」を加えたものであ

る。したがって、通常の場合「その他の使用者に拘束されている時間」が発生する余地はなく、労働時間と休憩時

間(仮眠時聞を含む。)の合計時聞が拘束時間となるものである。



資料回関連通達等
なお、改善基準告示に定める拘束時間の範囲内であっても、法定労働時間を超えて労働させ、又は休日に労働させ

る場合には労働基準法(以下「法」という。)第36条第 1項に定める協定の締結・届出を要することはいうまでもない。

〈聞各〉

2 (1)ニ休息期間

休息期間については、拘束時間と表裏の関係にある ことから、改善基準告示においては「使用者の拘束を受けな

い期間」としているが、休息期間についての考え方は、旧改善基準と全く 同様で、ある。すなわち、休息期間とは、

勤務 と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む

労働者の生活時間として、 その処分は労働者の全く自由な判断にゆだねられる時間であって、休憩時間や仮眠時間

等とは本質的に異なる性格を有するものである。

〈田各〉

3 貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等(第 4条関係)

第4条は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間、運転時間等について定めた ものである。

なお、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業以外の事業に従事する 自動車運転者 (主と して人を運送すること

を目的とする自動車の運転の業務に従事する者を除く。)、 例えば、販売業における配達部門の運転者については、本条

によることとしている。

(1) 拘束時間

拘束時間については、 4号告示による改善基準告示の改正により 改正がなされたが、 その改正の内容は次のとお り

である。

イ 4号告示により、 2週間及び4週間の拘束時間に替えて 1箇月の拘束時間を定めることと し、 当該 1箇月の拘束

時間を293時間とすることとしたものである。

1箇月の総拘束時間の計算に当たっては、特定の日を起算日とし、 1箇月ごとに区切って計算すること。

なお、拘束時間についての考え方は、 2の(1)のイのとおりである。

ロ 労使協定があるときは、 1年のうち 6箇月までは、 1年間についての拘束時間が3，516時間を超えない範囲内に

おいて、 1箇月についての拘束時間を320時間ま で延長することができ ること としたが、これは、輸送体系の変化、

顧客ニーズの多様化等の貨物自動車運送事業の諸情勢を踏まえ、 事業の繁忙・閑散等を考慮しつつ総労働時間短縮

に取り組むための現段階の措置として認めることと したものである。

当該延長を労使協定に係らしめることとしたのは、拘束時間の限度について、予め労働者に周知することを通じ

て、適正かつ明確な拘束時間の管理を期すためであり、当該労使協定には、次の事項を定めておく必要がある。

① 対象者

② 各月の拘束時間

③ 当該協定の始期及び終期

また、協定に定めることとした事項は、事情の変更に応じて変更する必要が生じること も考えられるので、その

変更により影響を受ける労働者がある程度余裕をもって対応でき るよう 、一定期間前もって協議すること を明らか

にする等、協定を変更するための手続き も併せて定めておく必要がある。

当該労使協定では、293時間を超える月数は 6箇月以内と なるよう当該 1年のすべての月の拘束時間を定め、す

べての月の拘束時間は320時間以内で、その合計が3.516時間以内と なっている必要がある。

なお、 別紙8のとお り協定例を作成したので、参考とする こと。

労使協定により定めた 1年の各月の拘束時間の限度は、例えば次 (41ページ上段棒グラフ)のようになり 、すべ

ての協定対象者の各月の拘束時間は、 この範囲内とする必要がある。

(2) 最大拘束時間

1日についての拘束時間の基本は13時間以内であるが、第 1項第 1号により 1箇月を平均して計算する場合におい

ても、最大拘束時間は16時間を限度とする ことと したものである。

最大拘束時間を16時間としたのは、始業時刻から起算して24時間中に少なくとも継続 8時間以上の休息期間を確保

する必要があるためである。，-1日についての拘束時間が15時間を超え る回数は、 1週間について 2回以内とする」

とは、始業時刻から起算して24時間中に継続した休息期間を9時間未満とする ことのできる日は1週間について 2回

を限度とするとの意である。

(3) 休息期間

休息期間についての考え方は、 2の(1)のニのとおりである。
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(4) 運転時間

運転時間については、 4号告示において改正が行われなかったが、これは運輸体系の変化等の貨物自動車運送業に

おける実態を考慮したことによるものである。

(5) 最大運転時間

1日の運転時聞の計算に当たっては、特定の日を起算日として 2日ごとに区切り、その 2日間の平均とすることが

望ましいが、特定日の最大運転時聞が改善基準に違反するか否かは、次によって判断すること。

〆特定自の前日y
|I I I 

I I 
¥ーノ

運転時間B

特定日 ¥〆特定日の翌日¥

LJ 
運転時間C

一
[
)
開

_ A+B A十 C
①一一三一 >9かっ 2 > 9の場合は、違反となる。

_ A十 B A+C 
②一三一又は 2ーのどちらか一方が9時間以内の場合は違反とならない。

2週間における総運転時間を計算する場合は、特定の日を起算日として 2週間ごとに区切り、その 2週間ごとに計

算しなければならないものである。

(6) 連続運転時間

，-1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断」には、 1団連続30分以上の運転の中断も当然含まれ

る。

(7) 拘束時間及び休息期間の特例(第 3項関係)

業務の必要上、勤務の終了後継続 8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合等についての特例を認めた特例

通達の運用に当たっては、次の事項に留意すること。

なお、休息期間の分割の特例の適用に当たっては、当分の間認められた措置であることに留意し、特に、「業務の

必要上」については、厳格に運用すること。

イ 業務の必要上、勤務の終了後継続 8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合(特例通達記の 1関係)

休息期間は、原則として始業時刻から起算して24時間中に継続 8時間以上与えなければならないものであるが、

貨物自動車運送事業等における実態からみると、 8時間以上の継続した休息期間を付与することは困難な場合もあ

るので、業務の必要上やむを得ない場合であって、始業時刻から起算して24時間中に、 1回当たり継続 4時間以上、

合計10時間以上の休息期間を与える場合には、休息期間の分割を認めることとしている。この分割は必ずしも 4時



資料回関連通達等
問、 6時間、合計10時間というような 2分割に限らず 4時間、 4時間、 4時間、合計12時間というよ うな 3分割も

認められるものである。

なお、休息期間を分割付与できる勤務は 「一定期間における全勤務回数の 2分の 1J を限度としているが、休息

期間の分割付与の状態が長期間継続することは好ましくないので、「一定期間」については、原則として2週間か

ら4週間程度とし、業務の必要上やむを得ない場合であっても 2箇月程度を限定とする。

ロ 自動車運転者が同時に 1台の自動車に 2人以上乗務する場合 (特例通達記の 2関係)

「車内に身体を伸ばして休息することのできる設備」には、パスの場合、身体を伸ばして休息でき るリクライニン

グ方式の座席で、 運転者のために専用の座席が少なくとも 1座席以上確保きれていれば、これに該当するものであ

る。

ハ 自動車運転者がフェリーに乗船する場合(特例通達記の 4関係)

勤務の中途においてフェリーに乗船した場合については、乗船中の2時間を拘束時間として取り扱い、 それ以外

の時聞は休息期間として取り扱うこととしている。

フェリ ーの乗船時聞が10時間(ただし、 2人乗務の場合には 6時間、隔日勤務の場合には22時間)を超え、 8時

間(2人乗務の場合には 4時間、隔日勤務の場合には20時間)の休息期間が与え られた場合にはフェリ ー下船時刻

から次の勤務が開始されたこととなる。この場合において、フェリ一乗船中の 2時間の拘束時間は、フェリー乗船

前の勤務の拘束時間として取り扱うこと。

(8) 時間外労働 '(第4項関係)

自動車運転者については限度基準に定める限度時聞の適用はないが、法第36条第1項に基づく協定における時間外

労働については、改善基準に定める拘束時間の範囲内とする必要がある。

(9) 休日労働(第 5項関係)

休日労働の場合であっても、当該休日における勤務と前後の勤務との聞には、それぞれ所定の休息期間が必要で、あ

る。

く略〉

第 3 重点対象

改善基準告示及び93号通達の記の第 3に定める基準は、自動車運転者を使用する全事業場に適用きれるものであ り、 運

送を業とすると否とは間わないが、当面、次に掲げる事業を重点対象とすること。

1 道路運送法 (昭和26年法律第183号)第 2条に規定する旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業法 (平成元年法

律第83号)第 2条に規定する貨物自動車運送事業のうち、次に掲げる事業

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業

(3) 一般乗用旅客自動車運送事業

(4) 一般貨物自動車運送事業

(5) 特定貨物自動車道送事業

2 次に掲げる物品を運搬する貨物自動車を使用する事業

(1) 土砂・砂利

(2) 危険物

(3) 生コンク リー ト

(4) 木材、紙又はパルプ

(5) 鉄鋼材又は建設用鉄骨・鉄筋

(6) 鮮魚、

(7) 農産物

3 常態と して長距離貨物運送(，ーの運行」の運転時聞が9時間以上又は 「ーの運行」の走行距離が450キロ メートル以

上の貨物輸送をい う。) を行う 貨物自動車を使用する事業

〈略 〉



貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の 1箇月

についての拘束時間の延長に関する協定書(例)

00運送株式会社代表取締役0000と00運送労働組合執行委員長0000

(00運送株式会社労働者代表0000)は、「自動車運転者の労働時間等の改善

のための基準J (労働省告示)第 4条第 1項第 1号ただし書きの規定に基づき、拘

束時間に関し、下記のとおり協定する。

-U
 

二一一
ロ

1 本協定の適用対象者は、 000とする。

2 拘束時間は下の表のとおりとする。なお、各月の起算日はO日とする。

0月 0月 0月 0月 0月 0月 0月 0月 0月 0月 0月 0月 年間

計

0時間 0時間 0時間 0時間 0時間 0時間 0時間 0時間 0時間 0時間 0時間 0時間 0時間

一
3 本協定の有効期間は、平成O年O月O日から平成O年O月O日までとする。

4 本協定に定める事項について変更する必要が生じた場合には、 O日(0日以上)

前までに協議を行い、変更を行うものとする。

平成O年O月O日

00運送労働組合執行委員長 0000 印

(00運送株式会社労働者代表 0000 印)

00運送株式会社代表取締役 0000 印
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(注)労働基準法の改正により、平成11年 4月1日から協定書様式の一部が変更されています。

時間外労働及び休日労働に関する協定書

00運輸株式会社代表取締役0000(以下 「甲」 とい う。)と 00運輸労働組合執行委

員長0000(00運輸株式会社労働者代表0000)は、労働基準法第36条第 1項の規定

に基づき、労働基準法に定める法定労働時間(1週40時間、 1日8時間)並びに変形労働時

間制の定めによる所定労働時聞を超えた労働時間で、かつ 1日8時間、 1週40時間の法定労

働時間又は変形期間の法定労働時聞の総枠を超える労働(以下「時間外労働」という。)及

び労働基準法に定める休日(毎週 1日又は 4週 4日)における労働(以下 「休日労働」とい

う。)に関し、次のとおり協定する。

第 1条 甲は、 時間外労働及び休日労働を可能な限り行わせないよ う努める。

第 2条 甲は、就業規則第00条の規定に基づき、必要がある場合には、次により時間外労

働を行わせることができる。

延長するこ とができる時間

時間外労働をさせ
従事する

1日を超える一定労働者数
る必要のある具体 業務の種類

(満18歳 1 の期間 (起算 日) 期 間
的事由 日

以上の者) 2 週 1箇月 1 年
) I ( ) I ( 

①下記②③ -需要の季節的な
自動車運転者

平成O年
のいずれに 増大及び突発的な 0月O日
も該当しな 発注の変更に対処 から平成するため
い労働者

金事時的な道賄事 荷役作業員
0年O月

情の によっ 0日まで
て歪り 化日寺亥等リにi星主豆
が生 るため
-当面の人員不足 自動車整備士
に対処するため

毎月の精算事務のため 経理事務員

② 1年単位 -需要の季節的な
自動車運転者

平成O年
の変形労働 増大注及ぴ突発的な 0月O日
時間制によ 発す の変更に対処 から平成
り労働する

るため
0年O月

変事時的な道路4年 荷役作業員労働者 情の によっ 0日ま で
て歪リ 化H寺亥等リにi星主豆
が生るため
-当面の人員不足 自動車整備士
に対処するため

毎月の精算事務のため 経理事務員

自動車運転者
平成O年

家族介護を 0月O日
行う女性労 から平成
働者のうち

荷役作業員
0年O月

延長するこ 0日まで
とカfできる
時間を短く

自動車劉蒲士することを
申し出た者

経理事務員

2 自動車運転者については、前項の規定により時間外労働を行わせることによって「自動

車運転者の労働時間等の改善のための基準J (労働省告示。以下「改善基準」という。)に



資料回関連通達等
定める 1箇月についての拘束時間並びに 1日についての最大拘束時間の限度を超えること

となる場合においては、当該拘束時間の限度を もって、前項の時間外労働時間の限度とす

る。

3 第 1項表中③の申出を行うことができる者は、次のいずれかに該当する女性労働者とす

る。

(1) 小学校就学前の子を養育する労働者

(2) 2週間以上、常時介護を必要とする次の家族を介護する労働者

イ 配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母

ロ 同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫

ただし、申出の方法及び手続その他③の適用に関レ~，、要な事項については、労使の合意

に基づき、別途就業規則に定めるところによるものとする。

第3条 甲は、就業規則第00条の規定に基づき、必要がある場合には、次によ り休日労働

を行わせることができる。

休日労働をさせ 業務の 従事する労働者数 労働させることができる休日並
る必要のある具 期 間
体的事由 種類 (満18歳以上の者) ぴに始業及び終業の時刻

-法定休日のうち、 2週を通じ
自動車 1回

平成O年
-始業及び終業時刻は、あらか

0月O日
需要の季節的な 運転者 じめ運行予定表で定められた

から平成
始業及び終業の時刻とする。

0年O月
増大に対処する 0日まで

荷役
ため 作業員

-法定休日のうち、 4週を通じ
自動車 2回 平成O年
整備士 -始業時刻 午前O時 0月O日

-終業時刻 午後O時 から平成
毎月の精算事務 経理 0年O月
のため 事務員 0日まで

2 自動車運転者については、前項の規定により休日労働を行わせることによ って、改善基

準に定める 1箇月についての拘束時間及び1日についての最大拘束時間の限度を超えるこ

ととなる場合においては、当該拘束時間の限度をも って、前項の休日労働の限度とする。

第4条 前2条の規定に基づいて時間外労働又は休日労働を行わせる場合においても、自動

車運転者については、改善基準に定める運転時間の限度を超えて運転業務に従事させるこ

とはできない。

第 5条 甲は、時間外労働を行わせる場合は、原則として、前日の終業時刻までに該当労働

者に通知する。また、休日労働を行わせる場合は、原則として、 2日前の終業時刻までに

該当労働者に通知する。

第 6条 第2条の表における 2週、 1箇月及びl年の起算日並びに第 3条の表における 2週

及び4週の起算日はいずれも平成O年O月O日とする。

2 本協定の有効期聞は、平成O年O月O日から平成O年O月O日までとする。

平成O年O月O日

00運輸労働組合

執行委員長 0000 印

(0;運輸株式会社

労働者代表 0000 印

00運輸株式会社

代表取締役 0000 印



各都道府県労働基準局長殿

基発第 20 1号

平成 9年 3月26日

労働省労働基準局長

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に係る適用除外業務について

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第 7号。以下「改善基準」という。)第

l条第 1項に基づき労働省労働基準局長が定める業務及びその留意点については下記のとおりとするので、了知

の上その適切な運用を図られたい。

記

1 適用除外対象業務

貨物自動車運送事業における次の業務とする。

(1) 災害対策基本法及び大規模地震特別措置法に基づき、都道府県公安委員会から緊急通行事両であることの

確認、標章及び証明書の交付を受けて行う緊急輸送の業務

(2) 消防法に基づき、関係消防機関に移送計画を届け出て行7アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び、

これらの含有物のタンクローリーによる運送の業務

(3) 高圧力、ス保安法に基づき、事業所の所在地を管轄する通商産業局長に移動計画書を届け出、その確認を受

けて行う可燃yゲス、酸素、毒性ガス等の高圧力、、スのタンクローリーによる運送の業務

(4) 火薬類取締法に基づき、都道府県公安委員会に運搬に関する計画を届け出、運搬証明書の交付を受けて行

う火薬、爆薬等の火薬類の運送の業務

(5) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に

関する法律に基づき、運輸大臣の確認を受け、かつ、都道府県公安委員会に運送計画を届け出て行う核燃料

物質等及び放射'生同位元素等の運送の業務

2 上記 1の業務に従事する期間を含む 1箇月の拘束時間及び 2週間の運転時間の上限

上記 lの業務に従事しない期間については改善基準が適用されるが、この業務に従事する期間を含む 1箇月

の拘束時間及び休息期間の上限は次のとおりである。

(1) 1箇月の拘束時間については、次の式により計算した時間を超えないものとすること。

[ (上記1の業務に従事した月の日数)一(上記 1の業務に従事した日数)] -o-(上記 1の業務に従事した月の日

数)x (上記 1の業務に従事した月の拘束時間)

(2) 2週間の運転時聞の上限は、次の式により計算した時間を超えないものとすること。

[14一(上記 1の業務に従事した日数)]-o-14X88

3 届出書又はその写の備え付け等

上記 1の業務を行うに当たっては、適用除外業務に該当することが明らかとなる関係法令に基づく各種行政

機関への届出書又はその写を事業場への備え付け及び、自動車運転者ごとの下記の業務に従事した期聞が明らか

となる記録の整備が必要で、ある。

また、上記 1の業務に従事する期間の直前において改善基準に定める休息期間を与えなくてはならないこと

はもとより、当該業務に従事する期間の直後においても継続 8時間以上の休息期間を与えることが要請きれる

ものである。



様式第 9号(第17条関係)

時間外労働
に関する協定届

休日労働36協定記載例

事業の種類 事業の名称 事業の所在地(電話番号)

貨物自動車運送事業 」 00量E輸株式;会社 空振郁夫育¥.1t，1を業0010"， 0 (ヲ雪 14-0000)

~ 
労働者数

延長することができる時間

時間外労働をさせる必要の
業務の種類 (満18歳) 所定

1 ~日を超?る一定の期間 期 間
ある具体的事由

以上の者
労働時間 1日 (起算日

①下記②③のいずれにも該当
需要の季節的な増大等に対

平成lみ年 は

しない労働者
処するため(詳細は別添協

別添協定書記載 別添協定書記 l週 脚l時間
別添協定書記載のとおり

月 f日から

のとおり 載のとおり 1日 B時間 平成 13年 s
定書記載のとおり)

月 31日まで
② 1年単位の変形労働時間制

により労働する労働者
同 上 同 上 同 上

l週 仰時間
同 上 向 上

1日 E時間

③育児又は家族介護を行う女

性労働者のうち延長するこ
同 上 同 上 同 上

l週 相時間
同 上 向上

とができる時聞を短くする 1日g時間

ことを申し出た者

労j前働者数 労働させることができる休 日
休日労働をさせる必要のある具体的事由 業務の種類 (臓) 所定休日

並びに始業及び終業の時期j
期間

以上の者

毎週l日 平成/之年ら半
需要の季節的な増大等に対処するため(詳細は別添協定 別添協定書記載 別添協定書記

q毒祝S事Z主閉日体0白目
別添協定書記載のとおり 月成/日か

書記載のとおり) のとおり 載のとおり 平 13年 s
月 九/固まで

協定の成立年月日 平成12年 3月O日

職名
協定の当事者である労働組合の名称文は労働者の過半数を代表する者の

氏名

協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法( 殺聖l主主主選挙 )

| 業栴イ耳、 | 
労働組合|又は | 

l 000  OJ 
※協定の当事者が労働組合である場合は記入不要

平 成Il.年 5月O日

使用者職名 00量輸株式冷和利亥耳も怜f主幹事ζ

氏名 o 0 0 0 ⑪ 

00労働基準監督署長殿

時間外労働及び休日労働に関する協定 書

00霊輸株当全性代表恥縛後 000o (以下「甲」と いう)と 。。量輸珠玉町会祉 柏崎ィ嫌。o0。 は、

労働基準法第36条第 1項円規定に基づき同法第32条(第32条町 2、第32条の 4)に定める労働時間を超える労働(以下 「時間外労働」という。)及び同法第35条に定める休日

(毎週 18Jeは 4遡 4日)におけるう働(以下「休日労働」とLワ。)に関し、次のとおり協定する。

第l条 甲は、時間外労1田市且び休日労働を極力排除するよヲ努力するものとする。

第2条 甲は、就業規則第_Q一条町規定に基づき、必要がある場合には、下記1)によ明間外労働を行わせることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、自動車逆転者については、平成元年 2月9日付け労働省告示第 7サ「自動車逆転者向労働時間等の改普のための基準J (以下「改善基準J

という 。)に規定する拘束時間的基準に反して時間外労働を行わせることはでき古いものとする。

3 第 l項表中③内申出を行うことができる者は、次のいずれかに該当する女性労働者とする。

(1) 小学校就学前向子を旋宵するジj曲者 (2) 2週間以上、常時介護を必要とする次町家族を介識する労働者 イ 配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む。)、父母、

子、配偶者の父母 ロ 同席し、かつ、扶養している祖y.母、兄弟姉妹、孫

ただし、申出向方法及び手続その他喧の適用に閑し必要な事項については、労使の合意に基づき、別途就業規則に定めるところによるものとする。

則条 甲は、就業規則第一旦 一 条の規定に基づき、必要がある場合には、下記幻により休日労働を行わせることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、向動車運転者については、改普基準に規定する拘束時間(2週間における総拘束時間を含む)の基準に反して休日労働を行わせることはで

きないものとする。

第4条 前2条円規定に基づいて時間外労働又は休日5動を行わせる場合であっても、自動車運転者については、改善基準に規定する運転時聞の基準に反して運転業務に従事

させることはできないものとする。

第5条 甲は 時間外克働を行わせる場合は、原則として、前目的終業時刻までに該当労働者に通知するものとする。また休日う働を行わせる場合は、原則として、 2目前の

終業時刻までに該当労働者に通知するものとする。

第 6 条本協定の有効期間i止、平成 (~年 チ H ! 日から 平成 /主 年 ") H 引 日までとする。

平成 (l..年 3 H 0 日
(労働組合) ⑮ 

(労働者代表) 00量輸栓主主念和策街、者代表。00。 ⑮

(使用者)0。星通倫司住民公社村束手緋供。 00。

(1) 時間外労働
九 唱 "， 1各府軍.....J'‘通且

F岬~...，._.

へ | 時間四を させI 1~!!2 1 -1;::;土 問ji!雪12222地回一1b 卜民I~- j引出i
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(注)労働基準法の改正により、平成11年 4月1日から様式の一部が変更されています。



新改善基準告示において延長することが
できる時間の記入例 (36協定)

新改善基準告示において延長すdることができる時間については、 1日の所定労働時間の設定等によ

って変化することはいうまでもありません。また、所定外労働時間は少ないほどよいので、 36協定を

締結する場合には、改善基準の拘束時間上限数値ではなく、実際の管理上はこれよりも短縮すること

が求められます。

ここに、限度の考え方、モデル例等を示します。

CQl1日の所定労働時間 8時間、休憩時間 1時間とした場合の各期間における延長可能

時間数

① l日の拘束時間 〈※ 1> 
16時間一(8時間十 1時間)= 7時間

15時間 ( 8時間十 1時間)= 6時間

② 2週の拘束時間(法定休日労働がない場合)

〔モデル例〕

(ただし週2回以内)

(上記以外の場合)

〈※2>

13時間 ( 8時間+1時間)= 4時間 4時間x6日=24時間

16時間一(8時間+1時間)= 7時間 7時間x2日x2回=28時間

24時間+28時間=52時間

③ 1カ月の拘束時間 く※ 3> 
〔限度の考え方〕

安31日の月(月の労働日数が22日で法定休日労働がない場合)

-拘束時間293時間(原則)の場合

拘束時間293時間 1カ月の所定労働時間177.1時間

一休憩時間 1時間X22日=93.9時間=93時間54分

-拘束時間320時間(特例)の場合

拘束時間320時間一 1カ月の所定労働時間177.1時間 休憩時間22時間

二120.9時間二120時間54分

*30日の月(月の労働日数が21日で法定休日労働がない場合)

-拘束時間293時間(原則)の場合

拘束時間293時間 1カ月の所定労働時間17l.4時間

休憩時間 1時間X21日=100.6時間=100時間36分

・拘束時間320時間(特例)の場合

拘束時間320時間 1カ月の所定労働時間17l.4時間 休憩時間21時間

=127.6時間=127時間36分

④ 1年の拘束時間(1年変形労働時間制、育児・介護以外の場合) <※4> 

〔限度の考え方J(年聞の労働日数が260日で法定休日労働がない場合)

拘束時間3，516時間 1週間の法定労働時間40時間-:-7日X365日

一休憩時間260時間=1，170.285時間=1，170時間18分

⑤ 1年の拘束時間(1年変形労働時間制採用の場合) <※ 5 > 
〔限度の考え方J(年間労働日数上限280日)

拘束時間3，516時間一 1週間の法定労働時間40時間-:-7日X365日

休憩時間280時間=1，150.286時間=1，150時間17分
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.お問い合わせ先

(社)全日本トラック協会
干163-151日東京都新宿区西新宿 ト 6-1 新宿工ルタワ 1日階
TEL (日3)5323-7626 

〈平成 13年 3月作成〉


